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1.常陸太田市の現状と課題 
常陸太田市が管理する橋梁は 825 橋あり、日常のパトロールにより適切に

維持管理を行っています。 

常陸太田市が管理する 825 橋のうち 15ｍ以上の橋梁は 169 橋(内 28 橋は木

橋)あり、1970 年以前に架設され、供用年数が 50 年以上の橋梁は 238 橋あ

り、全体の約 29％です。 

今後、供用年数が 50 年以上となる橋梁の割合は、10 年後には 454 橋とな

り、20 年後には 737 橋となり約 89％を超えてしまいます。このような背景か

ら、市内道路網の安全・安心の確保と、今後、増加が見込まれる橋梁の修

繕、架替えに要するコスト縮減が喫緊の課題です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.長寿命化修繕計画の目的 
このような背景から、計画的な橋梁の維持管理を行うことで限られた財源の中

で市内道路網の安全・安心の確保と、市民生活に不可欠な道路ネットワークの恒

久的な提供を行います。それには従来の「対症療法型」から計画的な「予防保全

型」に転換することにより、維持管理費の縮減を図り、将来的な財政負担の低減

が図れる様に、橋梁長寿命化修繕計画を策定します。 

  

現在 

図 1-1.現在から 20 年後までの供用年数 

10 年後 20 年後 

■：10 年未満      ■：20 年以上 50 年未満 

■：10 年以上 20 年未満  ■：50 年以上 
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3.長寿命化修繕計画の対象橋梁 
 常陸太田市が管理する 825 橋のうち、649 橋を長寿命化修繕計画の対象とし

ています。内訳を下記に示します。 

表 3-1. 常陸太田市管理橋梁の内訳 

 1 級市道

に位置す

る 

橋梁 

2 級市道に

位置する 

橋梁 

その他市道

に位置する 

橋梁 

合計 

うち鉄道・ 

道路を跨ぐ 

橋梁 

全管理橋梁数 91 74 660 825 11 

 うち計画の対象橋梁数 77 62 510 649 10 

 うちこれまでの計画策定橋梁数 26 24 75 125 5 

うち R01 年度計画策定橋梁数 77 62 510 649 10 

※今回対象外としている橋梁は H26 年～H30 年までの定期点検結果にて判定Ⅰとなった 

橋梁です 

 

4.計画期間 
 計画策定期間は今後 50 年間とします。 

 

5.施設の状態(健全度) 
 橋梁定期点検は道路橋定期点検要領(平成 26 年 6 月)等を基に実施しまし

た。定期点検は H26 年から H30 年の間に実施し、点検結果を以下の表に記載し

ます。 

 

表 5-1. 定期点検の結果 
 

判定区分 橋梁数 

Ⅰ 176 橋 

Ⅱ 598 橋 

Ⅲ 51 橋 

Ⅳ 0 橋 

 

・判定Ⅲとなっている橋梁に対して優先的に対策を行います。 

(定期点検の要領にても記載してある通り概ね 5 年以内に対策を行います) 

・対策は、橋梁毎に行います。 

・判定Ⅲの橋梁の中に昨年の災害にて被害を受けた橋梁があり、それらは 
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災害復旧にて対策を行う予定です。 
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6.長寿命化及び修繕に係る費用の縮減に関する 
基本的な方針 
 

【基本方針】 

 従来の事後的な保全（対症療法型）ではなく、計画的な予防（予防保全型）

により橋梁を延命化することで、市内道路網の安全・安心の確保をするととも

に、修繕にかかる維持管理費の縮減・平準化を図ります。維持管理費を削減す

るために、維持管理レベルを設定します。 

 

【新技術等の活用】 

修繕設計・修繕工事(更新や撤去を含む)・定期点検において新技術等の活用

について従来の工法や方法との比較検討を行い，導入に向けて取り組んでいき

ます。新技術は，国土交通省の「新技術情報提供システム(NETIS)」及び「茨

城県版新技術等情報提供データベース(IT’S)」を検索・参照し、また「点検

支援技術性能カタログ（案）」に掲載されている技術や、その他近接目視点検

を充実・補完・代替する技術等とします。 

 

【集約化・撤去】 

 主な利用者である近隣住民等と協議を実施した上で，集約化・撤去を実施し

ていく予定であります。 

 

【費用の縮減に関する具体的な方針】 

今後は，従来の対症療法型の管理から予防保全型の管理へ切り替えを実施し

つつ、維持管理グループを編成した上で計画的に修繕を実施していきます。ま

た、定期点検結果を基にして計画の見直しを行いつつ，費用縮減に向けて管理

橋梁数の集約化・撤去を図ります。（国の方針としては利用状況を踏まえ，橋

の集約化・撤去，機能縮小等による費用縮減を求められている） 

   集約化・撤去を実施することで，利用頻度の低い橋梁や老朽化の傾向が

みられる橋梁の数を減らすことができ，定期点検や修繕設計・修繕工事に係る

費用の縮減を図ることができる。そのため，利用者や近隣付近の住民と協議を

実施した上で集約化・撤去の検討を行います。 
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【維持管理レベル】 

・長寿命化修繕計画の策定においては、維持管理費の低減を目的として、 

維持管理レベルⅠ、Ⅱ、Ⅲの３グループに分けます。 

 

表 6-1. 維持管理レベル区分について 

 維持管理レベル区分 橋梁数 

維持管理レベルⅠ １１１ 

維持管理レベルⅡ １１１ 

維持管理レベルⅢ ４２７ 

 

・維持管理レベルⅠは、橋梁の損傷により第三者に最も影響を与える、 

跨線橋・跨道橋に架設、迂回路がない、緊急輸送道路に架設、 

人口集中地区(DID)に架設されている橋梁です。 
 
 対策時期は道路橋の機能に支障が生じていませんが、予防保全の観点から 

措置を講ずることが望ましい状態にて対策を行うこととします。 
 
・維持管理レベルⅡは、維持管理レベルⅠを除く橋長 15ｍ以上または 

橋長 5.0ｍ以上かつ幅員 5.5ｍ以上の橋梁です。 
 

対策時期は道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を 

講ずべき状態にて対策を行うこととします。 

 

・維持管理レベルⅢは、維持管理レベルⅠと維持管理レベルⅡを除く 

橋梁すべてです。 

 点検のみを行い、道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が 

著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態になったとき、通行止めや 

補修工事等の対策を検討します。 

 

・維持管理レベルⅠ、Ⅱに対してシナリオを設定し、橋梁長寿命化修繕計画 

の策定を行います。 
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7.対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期 
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※今回の長寿命化修繕計画は平成 26 年度から平成 30 年度の定期点検結果を基に 

 策定しているため、今後の定期点検等の結果により変更する場合があります。 
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8.長寿命化修繕計画による効果 

長寿命化修繕計画を策定する 649 橋について、今後 50 年間の総事業費を 

比較すると、従来の対症療法型が 407.9 億円に対し、長寿命化修繕計画の実

施による予防保全型では 106.6 億円、そしてコスト縮減効果は 301.3 億円と 

なります。 

また、計画的に維持管理することで、市内道路網の安全・安心が確保されま

す。 

 

対症療法型と予防保全型の累計事業費の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

：対症療法型 

：予防保全型 

(億円) 

今後 50 年間で 

301.3 億円のコスト縮減 

年 
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9.計画策定担当部署 
 

〇計画策定担当部署 

  常陸太田市 建設部 土木課 TEL029-298-1111（代表） 

 

10.その他（長寿命化修繕計画の実施方針および体制） 
   常陸太田市では，市内道路網の安全・安心の確保と，市民生活に必要不可

欠な道路ネットワークの恒久的な提供を目指し，今回策定した修繕計画に

基づいた補修等を適切に実施いたします。 

   そのためには，日常のパトロール・清掃の徹底と 5 年毎の定期点検およ

び地震等の災害発生時の緊急点検を実施して，橋梁の損傷や劣化状況を的

確に把握する体制を構築します。 

   これらの実施により，橋梁の延命化が図られ，市内道路網の安全・安心の

確保をするとともに，修繕費の縮減・平準化を実現します。 


